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医
療
機
関
の
無
料
健
康
相
談

　

職
場
健
康
診
断
の
見
方
が
わ
か
ら

な
い
な
ど
、
健
康
の
こ
と
で
悩
み
が

あ
る
人
は
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
相
談
を
希
望
す
る
人
は
、

受
付
に
て
、
鹿
屋
・
肝
属
地
域
産
業

保
健
セ
ン
タ
ー
の
健
康
相
談
を
利
用

し
た
い
と
伝
え
く
だ
さ
い
。

● 

日
時
＝
４
月
19
日
（
水
）
14
時
〜

16
時

● 

場
所
＝
平
瀬
外
科
（
北
田
町
）
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─43
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※ 

健
康
診
断
結
果
表(

基
本
健
康
診

査
可)

な
ど
持
参
す
る
と
適
切
な

指
導
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

※ 

相
談
後
の
治
療
は
保
険
診
療
と
な

り
ま
す

※ 

内
容
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

鹿
屋
・
肝
属
地
域

　
　
　

産
業
保
健
セ
ン
タ
ー
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鹿
屋
市
医
師
会
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KANOYA  CITY か

　　　　
固定資産課税台帳の閲覧・土地 (家屋 )価格等縦覧帳簿の縦覧のお知らせ

閲　　　覧 縦　　　覧
閲覧・縦覧するもの 固定資産課税台帳 土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿

記載内容
土地・家屋の所在、種類、面積、評価額、課税標準額、
税額等

土地・家屋の所在、種類、面積、評価額

期間及び手数料
平成 18年４月３日（月）～平成 19年３月 30
日（金）１件につき２００円
※右記縦覧期間中は無料です

４月３日（月）～５月31日（水）
無　料

閲覧・縦覧できる人
● 土地、家屋、償却資産の所有者及び関係者　(所
有者と同居の親族、納税管理人、借地人、　借家
人、代理人）

●固定資産税の納税者及び関係者 ( 納税者と同居
　の親族、納税管理人、代理人 )
●固定資産税が課税されている人
※ 土地のみの納税者は、土地帳簿の縦覧のみでき
ます。
※ 家屋のみの納税者は、家屋帳簿の縦覧のみでき
ます。

場　　所

●本庁資産税課及び各総合支所の地域振興課
●出張所での閲覧日程
　・４月10日（月）高隈出張所，花岡出張所
　・４月11日（火）高須出張所，大姶良出張所

●本庁資産税課及び各総合支所の地域振興課

窓口に持参するもの
印鑑、委任状 (代理人による閲覧・縦覧の場合のみ )、賃貸借契約書（借地人・借家人）

所有者以外の人が閲覧する場合、身分証明書、関
係者であることが証明できる書類等

　平成 18年度は評価替年度です。また、合併により旧１市３町それぞれで資産を所有している方は平成 18年度か
ら鹿屋市で資産を名寄せ（合算）されます。
　なお、納税義務者等が固定資産税の課税内容を把握できるように、今年も４月に土地・家屋の評価額、課税標準額、
年税見込額等を記載した課税明細書を送付します。閲覧に来られない場合でも、課税明細書で確認できます。

【問い合わせ】　市資産税課　☎0994-４３-２１１１（内線３１２６・３１２９・３１４９）

子
育
て

鯉
の
ぼ
り
が
電
線
に
ふ
れ

る
と
危
険
で
す

　

感
電
防
止
の
た
め
、
鯉
の
ぼ
り
を

あ
げ
る
と
き
は
、
次
の
こ
と
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

● 

鯉
の
ぼ
り
は
電
線
か
ら
十
分
に
離

れ
た
安
全
な
と
こ
ろ
に
立
て
ま

し
ょ
う
。

● 

ポ
ー
ル
を
立
て
る
と
き
や
倒
す
と

き
は
、
電
線
に
触
れ
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

● 

も
し
、
鯉
の
ぼ
り
が
電
線
に
か

か
っ
た
場
合
は
、
危
険
で
す
か
ら

自
分
で
取
ら
ず
に
、
す
ぐ
に
、
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
連
絡
先
】

　

九
州
電
力
（
株
）
鹿
屋
営
業
所
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市
児
童
セ
ン
タ
ー
の
お
知

ら
せ

 

児
童
向
け
の
映
画
を
上
映

　

童
話
や
物
語
な
ど
、
児
童
向
け
の

映
画
を
無
料
で
上
映
し
ま
す
。

● 

日
時
＝
４
月
15
日
（
土
）
10
時
〜

正
午

● 

対
象
者
＝
小
学
生
、
幼
児
と
そ
の

保
護
者

　　　
４月23日は鹿屋市議会議員選挙の投票日です

● 投票できる人
　 昭和 61年４月 24日までに生まれた人で、平成 18年１月 15日
　以前に鹿屋市に転入届を出し、引き続き鹿屋市に住んでいる人
● 期日前投票
　投票日に出張や仕事、旅行などで投票に行けない人は、期日前投
　票をご利用ください。
　※必ず投票所入場券等で場所の確認をしてください。
　　期　間：４月 17日（月）～ 22日（土）
　　時　間：午前８時 30分～午後８時
　　場　所：鹿屋選挙区 → 本庁
　　　　　   吾平選挙区 → 吾平総合支所
　　　　　   輝北選挙区 → 輝北総合支所
　　　　　   串良選挙区 → 串良保健センター
● 投票日の投票時間
　各投票所で投票時間が異なります。郵送された投票所入場券等で
　お確かめください。
● 開　票
　開票は選挙区ごとに行われます。時間及び場所は次のとおりです。
　○鹿屋選挙区　　開票時間　午後８時～
　　　　　　　　　場　　所　鹿屋市体育館
　○吾平選挙区　　開票時間　午後７時 30分～
　　　　　　　　　場　　所　吾平振興会館
　○輝北選挙区　　開票時間　午後７時 30分～
　　　　　　　　　場　　所　輝北コミュニティセンター
　○串良選挙区　　開票時間　午後７時 30分～
　　　　　　　　　場　　所　串良町民会館

　新鹿屋市誕生による市議会議員の在任特例期間（４か月）満了により、市議会議員選挙が４月 16日に告示され、
４月 23日に投開票が行われます。今回の選挙に限り、旧市町単位で選挙区を設けて行われます。各地区の市議会議
員の定数は、鹿屋地区 24人、吾平地区３人、輝北地区２人、串良地区５人となります。
　必ず投票へ行き、あなたの一票を新しいまちづくりに反映させましょう。

【問い合わせ】
　　市選挙管理委員会事務局
　　　　　☎ 0994-31-1142
　　吾平総合支所地域振興課
　　　　　☎ 0994-58-7111
　　輝北総合支所地域振興課
　　　　　☎ 099-486-1111
　　串良総合支所地域振興課
　　　　　☎ 0994-63-3111

 

子
育
て
相
談
会

　

子
育
て
に
悩
み
を
持
っ
て
い
る
人
、

子
育
て
を
楽
し
ん
で
や
っ
て
い
る
人

な
ど
、
み
ん
な
で
集
ま
っ
て
情
報
交

換
を
し
ま
せ
ん
か
。

　

ま
た
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
個
別
で

相
談
に
も
応
じ
ま
す
。

● 

日
時
＝
４
月
18
日
（
火
）
10
時
〜

正
午

　 
子
ど
も
の
日
の
集
い

　

子
供
の
健
や
か
な
成
長
を
願
っ
て
、

子
ど
も
の
日
の
集
い
を
開
催
し
ま
す
。

参
加
者
全
員
に
参
加
賞
が
あ
り
ま
す
。

● 

日
時
＝
４
月
22
日
（
土
）
10
時
〜

正
午

● 

対
象
者
＝
小
学
生
、
幼
児
と
そ
の

保
護
者

● 

内
容
＝
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
な
ど

※ 

当
日
ま
で
参
加
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

 

市
児
童
セ
ン
タ
ー
（
西
原
台
小
近

く
）
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９
４
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８
２
５

健
康
増
進
課
の
お
知
ら
せ

 

一
般
健
康
相
談

　

自
分
や
家
族
の
健
康
に
関
す
る
こ

と
で
不
安
な
こ
と
・
知
り
た
い
こ
と

が
あ
る
人
、
ま
た
、
話
を
聞
い
て
も

ら
い
た
い
人
は
保
健
師
・
栄
養
士
・

歯
科
衛
生
士
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

●
日
時
＝
４
月
20
日
（
木
）

　

 

一
般
健
康
相
談
＝
９
時
〜
正
午
・

13
時
〜
15
時

　

 

糖
尿
病
相
談
＝
13
時
〜
15
時

● 

場
所
＝
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

（
北
田
町
）

● 

内
容
＝
栄
養
・
運
動
・
休
養
・
歯

科
に
関
す
る
健
康
相
談
、
血
圧
測

定
・
尿
検
査

 

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

　

こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
や
こ
こ
ろ

の
病
気
に
つ
い
て
心
配
し
て
い
る
人

を
対
象
に
相
談
員
や
保
健
師
が
相
談

に
応
じ
ま
す
。
電
話
で
の
相
談
も
で

き
ま
す
。

● 

日
時
＝
４
月
20
日
（
木
）
９
時
〜

正
午
・
13
時
〜
15
時

● 

場
所
＝
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

（
北
田
町
）

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
健
康
増
進
課

　
　

☎
０
９
９
４
─41
─２
１
１
０

健　

康

西原台小学校 

国道220号線 

慰霊塔 

郷之原トンネル

市児童センター 
小塚公園 


